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豊山町都市計画マスタープランの見直しについて 

都市計画マスタープランの位置づけと必要性 
■ 都市計画マスタープランとは？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 都市計画マスタープランの構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 全面的な見直しの背景のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊山町都市計画マスタープランの策定体制について 
（計画づくりへの住民参加手法の導入） 

●ワークショップによる住民参加 
 地域のまちづくりの課題抽出と解決のために、地域別構想の検討には小学校区単位で住民参加のワークショップを

実施し、意見交換を行う中で、まちづくりの目標等についての検討を行います。 
●策定委員会による計画づくり 
 学識経験者、地域住民、県職員からなる策定委員会を組織し、県都市計画区域マスタープランとの整合を図りなが

ら素案の策定を行います。 
 ■ 都市計画マスタープラン策定の体制図 

 

 

意見反映 

豊 山 町 長 議  会 

豊山町都市計画マスタープラン 

豊山町都市計画マスタープラン（案） 

全体構想と地域別構想のとりまとめ 

全 体 構 想 地 域 別 構 想 
都市計画の今後１０年間
のガイドライン 
・豊山町の主要課題 
・都市づくりの理念と目標 
・都市計画の整備等の方針 

住民主体のまちづくり活
動実践ガイドライン 
・地域別の主要課題 
・地域別のまちづくり目標 
・地域別のまちづくり基本方針 
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第４次総合計画 
住民アンケート 

※総合計画の住民アンケートに都市計画に関

する設問を加えてフィードバックする。 

整
合 

意
見
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映 各部門別計画 

・地域福祉計画【福祉課】 
・地域防災計画【総務課】 
・生涯学習まちづくり基本計画 

【生涯学習課】 
・耐震改修促進計画【都市計画課】etc 

整
合 

整合 

諮問・答申 

■ 都市計画マスタープランとは 
都市計画マスタープランは、市町村が、住民の意見を反映しながら都市の将来展望を描き、

また、その展望を実現するための方針を定めたものです。これは、都市計画法第18 条の2 第
１項に規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として市町村に義務付けられて
います。 

■ 都市計画マスタープランがめざすもの 
住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫のもとに、住民の意見を反映させながら

都市づくりの具体的な将来ビジョンを確立し、それに基づく市街地像、課題に対応した整備方
針、都市生活・経済活動等を支える諸施設の計画等をきめ細かく定めるものです。 

なお、都市計画マスタープランは、地域の社会状況やニーズなどの変化に即し、かつ、国・
県・各市町村が定める個々の都市計画との総合性・一体性の確保を図る必要があります。 

■ 平成３２年を目標とした新しい計画が必要となっています 
豊山町では平成５年６月に都市計画マスタープランを策定しましたが、策定からすでに１５

年が経過しています。 
その間に、豊山町を取り巻く社会情勢や、都市計画法の運用に大きな変化が生じていること

から、現行都市計画制度のあり方、愛知県の都市計画の見直し方針等との整合を図りながら、
現在の豊山町都市計画マスタープランの全面的な見直しを行うことが必要となっています。 

上位計画・関連計画 

豊山町の総合計画

や、愛知県の都市計画

に関する基本方針な

どの諸計画 

豊山町都市計画マスタープラン 

全体構想 
・豊山町全体にか
かわるまちづくり
の方針 

地域別構想 
・地域を単位とし
たまちづくりの
方針 

個別の「都市計画」として
定めること 
・市街化区域と市街化調整

区域の区域区分（線引き）
・用途地域・高度地区 
・都市計画道路・都市計画

公園・公共下水道など 

■住民の視点からみた住環境づくり 
住民参加による都市計画の推進のためには、日頃の生活実感をもとに、安心、安全、便利、そして快適な住環境づくりの計画を、地域ごとの

特徴を踏まえて検討していく必要があります。このため、アンケート調査やワークショップにより、地域のよいところ、足りないところ、改善
すべきところを知り、マスタープランに反映する必要があります。 

■名古屋空港の位置づけの変化に対応したまちづくり 
平成１７年２月の中部国際空港の開港により、名古屋空港は小型航空機中心の「都市型総合空港」へと機能転換が図られました。一方、旧

国際線ターミナル地区に大規模集客施設が立地したことにより、地域経済・雇用などに変化が予想されます。 
このように都市計画の背景に大きな変化が生じています。抜本的な見直しにより新しい方針を定めることとします。 

■社会情勢、都市計画法の変化に対応した計画づくり 
地方分権が進み、市町村が主体的に都市計画を進めていくことが可能となりました。また、平成１２年には住民参加を促進するための改正、

更に平成１８年度には人口減少・超高齢化社会の到来に備えた改正と、都市計画法の体系も社会情勢にあわせた変化が生じています。 
こうした動きを受け、愛知県は平成２２年度を目標に都市計画の総見直しを行う予定です。この見直しにあたって、豊山町としての都市づ

くりの基本的な方針を定めておく必要があります。 

参考資料№６ 
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豊山町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱 

平成２０年７月３０日 
豊山町告示第４２号 

（設置） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項の規定に基づき、

豊山町の都市計画に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）

を策定するため、豊山町都市計画マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 都市整備の方針に関すること。 

 （２） 将来都市像に関すること。 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランに関し必要なこと。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

 （１） 学識経験を有する者 

 （２） 関係団体を代表する者 

 （３） 町の区域に住所を有する者 

 （４） 関係行政機関の職員 

 （５） 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が終了する日まで

とする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞

くことができる。 

（作業部会） 

第７条 委員会は、特定の事項の調査又は検討をするために作業部会を設置することが

できる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、経済建設部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、別に定める。 

 
   附 則 
 この告示は、平成２０年８月１日から施行する。 
 


